
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お願い 

事業場の建設，物品調達および建物の維持管理等は，鈴鹿市内での調達に務め

ていただきますようお願い致します。 

 

鈴鈴鹿鹿市市工工業業振振興興条条例例  
奨奨励励措措置置申申請請フフロローー  

問合せ先：鈴鹿市 産業振興部 産業政策課 企業立地推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

TEL 059-382-9045  FAX 059-382-0304 

E-Mail sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

 

申請書の様式は 

ホーム＞行政ガイド＞申請様式＞様式集（申請書など）からご利用ください。 



 



 

 

 

 

 

 

 

  

[交付要件]：工場等の設置が特定地域内で行われ，公害を防止する為の適切な措置が講じら

れており，次の投資額及び常用被雇用者数を満たす場合。 

 投 資 額 常用被雇用者数 

新設 ３億円以上（１億円以上） １０人以上 

増設（製造業） １億円以上（３千万円以上） ５人以上 

増設（研究開発事

業） 
５千万円以上 要件なし 

移転 全部廃止…新設  一部廃止…増設の規定を適用 

                                 ※（ ）は中小企業 

[奨励内容]：①前年度納付した当該部分の固定資産税を５年間（各年度１００％）交付する。 

②用地取得費助成金の交付を受けるものは，３年間（各年度１００％）交付す

る。 

[限度額]：用地取得費助成金と合わせて３億円とする。 

[ 特 例 ]：①次世代自動車関連分野に関する事業の場合，特例として交付期間６年間に延

長する。また，用地取得費助成金も利用した場合は４年間に延長し，限度額もあ

わせて１０億円とする。 

②航空宇宙関連分野，ヘルスケア関連分野に関する事業の場合，特例として交付

期間を６年間に延長する。また，用地取得費助成金も利用した場合は４年間に延

長し，限度額もあわせて５億円とする。 

③海外からの進出企業のうち，友好都市の所在する国（アメリカ・フランス）か

らの進出する企業については，特例として交付期間を６年間に延長する。また，

用地取得費助成金も利用した場合は４年間に延長し，限度額もあわせて５億円と

する。 

 

 

 

 

工場等設置奨励金 

対象：ア 製造業，運輸業（加工，組立て及びこん包を伴うものに限る。） 

又は情報通信業の用に供する施設 

イ アに掲げる業種に係る研究又は開発設計に必要な施設 

ウ 循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号） 

第２条第４項に規定する循環的な利用に必要な施設    

       

           

         

           

         

           

         

           

         

           

         

鈴鹿市工業振興条例に基づく奨励措置 



 

[交付要件]：工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた工場等を設置するに当たり，当該工

場敷地として９,０００㎡以上の用地を取得し，かつ，２年以内に着工した場合。 

[奨励内容]：当該用地に係る取得費を基準に，次表の額を操業開始の翌年度から３年間に分割

して交付する。 

 

 

 

[限度額]：工場等設置奨励金と合わせて３億円とする。 

 

[交付要件]：工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合。 

[奨励内容]：事業者が雇用者数認定期間（当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む

９０日前から当該操業を開始した日の翌日から１８０日後までの期間をいう。）

に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて，常用被雇用者であるもの

の数に３０万円を乗じて得た額を交付する。 

[限度額]：５千万円とする。 

 

 

[交付要件]：工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた中小企業者で，金融機関から資金

の借り入れを行った場合。 

[奨励内容]：金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として，操業開始の日か

ら３年間（９月末日を基準日とし前１年間に支払った利子について翌年４月以降

に）交付する。 

    [算式] 

 

 

[限度額]：１千万円とする。 

 

 

[交付要件]：工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受け，工場敷地面積の１５％以上の緑化

を認定通知日から２年以内に行った場合。 

[奨励内容]：当該緑化に直接要した経費の３０％以内の額を（申請日が４月１日から９月３

０日までの場合は翌年度，１０月１日から翌年３月３１日までの場合は翌翌年度

に）交付する。 

[限度額]：３００万円とする。 

取得面積 助成金の額 

９,０００㎡以上 用地取得費の１０％ 

支払利子額 × 
A={借入年利率-(１年定期預金利率+０．４%)} 

× 
対象物件額 

借入年利率 借入金総額 
※A の年率の上限は３% 

緑化推進助成金 

利子補給金 

雇用奨励金 

用地取得費助成金 

（１００/１００が限度） 



                    

 

 

 

                                                                                                     

※９月末日を基準日とし， 
前１年間に支払った 
利子を，翌年４月以降に 

※雇用者数認定期間の末
日から起算して３０日
以内に関係書類を添付

して 

※操業開始日から
６０日以内 ※固定資産税が賦課 

された翌年度の 
４/１から５/３１ま

でに納付が確認でき
る書類を添付して 

雇用奨励金 利子補給金 

次
年
度 

※緑化事業完成
後６０日以内 

交付決定 
第６号様式 

交付申請 

第５号様式 

交付請求 

交付決定 
第１３号様式 

交付申請 

第１２号様式 

交付請求 

交付届出 
第９号様式 

交付申請 
第１０号様式 

交付決定 
第１５号様式 

交付申請 

第１４号様式 

交付請求 

[奨励措置申請手続き] 

交付決定 
第１１号様式 

交付請求 

次
年
度 

緑化推進助成金 用地取得費助成金 工場等設置奨励金 

交付申請 

第７号様式 

交付決定 
第８号様式 

交付請求 

次
年
度 

※操業開始した年度の 
翌年度の４月以降に， 
支払いが確認できる 

書類を添付して 

交 付 交 付 交 付 交 付 交 付 

工場等設置奨励金 

交付要件認定申請 

第３号様式 非認定通知 

認定通知 操業開始届 

第１９号様式 

投資完了届 

第２０号様式 

※操業開始後３０日以内 ※支払後３０日以内 ※操業開始の３０日前まで 第４号様式 



操業開始までに申請が必要 

 

第３号様式（第４条関係） 

（表） 

年  月  日 

（宛先）鈴鹿市長 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

工場等設置奨励金交付要件認定申請書 

  工場等設置奨励金の認定を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第４条第１項

の規定により，下記のとおり申請します。 

記 

 １ 事業者の概況 

  (１) 事業者の沿革と現況（定款及び法人登記簿謄本を添付すること。） 

…作成のこと（定款については要原本証明） 

  (２) 事業者の事業内容（最近２年間の貸借対照表及び損益計算書を添付するこ

と。） …要原本証明 

  (３) 資本金並びに主要株主氏名及びその持株数  …作成のこと 

 ２ 奨励措置を受けようとする事業計画の概況 

  (１) 工場等設置区分   …新設・増設・移転のいずれか 

  (２) 工場等の所在地及び名称 

  (３) 工場等設置の工事計画 

  (４) 工場等配置計画（工場等用地見取図及び工場等敷地内の配置図並びに機械

施設配置図を添付すること。）  …位置図・公図を含む 

  (５) 工事開始及び完了予定年月日 

  (６) 操業開始予定年月日 

  (７) 投資額及びその内訳  …土地・建物・償却資産の内訳を記載のこと 

  (８) 資金計画  …自己資金・借入金の内訳を記載のこと 

  (９) 工場等設置により常用被雇用者数（職種別，男女別） 

…既存の従業員数との比較を記載のこと 

  (10) 市内工場等における事業内容  …鈴鹿工場の事業内容 

  (11) 生産計画及び販路 

  (12) 事業収入見込及び原材料事情 

  (13) 用水及び電力使用量 

 …用水については総量と水源を，電力については買電・自家発電別の使用料を記載 

  (14) 公害防止対策 …特定施設設置届出書・公害防止協定書等の写し 

  (15) その他市長が必要と認める書類 …会社案内パンフ等 



操業開始後速やかに提出 

 

第１９号様式（第１２条関係） 

   年  月  日 

 

（宛先）鈴鹿市長 

届出者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

 

操業開始届 

 

工場等の操業を開始しましたので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第１２条第２号の規

定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 工場等の所在地及び名称 

所在地  鈴鹿市 

名称 

 

２ 操業を開始した日     年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

投資完了後速やかに提出 

 

第２０号様式（第１２条関係） 

    年  月  日 

（宛先）鈴鹿市長 

届出者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

投資完了届 

工場等の操業開始に係る投資が完了しましたので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第１

２条第３号の規定により届け出ます。 

記 

１ 工場等の所在地及び名称 

所在地  鈴鹿市 

名称 

２ 操業開始日     年  月  日 

３ 投資額 

区分 面積（㎡） 投資額（円） 

土地   

建物   

償却資産   

計   

４ 工場等設置により常時雇用される従業員数 

男    人 女    人 計    人 

５ 添付書類 

(１) 建築基準法第７条第５項に定められた検査済証（該当する場合のみ） 

(２) 土地，建物の登記に関する全部事項証明書 

(３) 契約書（土地，建物及び償却資産）の写し 

(４) 工場等の設置による常用被雇用者一覧 

(５) 投資額の内訳を明らかにする書類  

…見積書，請求書，領収書，振込額がわかる書類 等 

(６) その他市長が必要と認める書類  …投資内容の一覧表，建物・償却資産の写真 等



操業開始の日から 60日以内に申請が必要 

 

第９号様式（第８条関係） 

   年  月  日  

 

（宛先）鈴鹿市長 

届出者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

利子補給金交付届出書 

 

  利子補給金の交付を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第８条第１項

の規定により関係書類を添えて，下記のとおり届け出ます。 

記 

 １ 操業開始日      年  月  日 

 ２ 投資額 

      土地            円 

      建物            円 

      償却資産          円 

 ３ 借入額              円 

 ４ 添付書類 

 (１) 工場等設置奨励金交付要件認定通知書の写し 

  (２) 金銭消費貸借契約書の写し 

  (３) 投資額償還計画書 

  (４) 投資額償還計画書より積算した内訳書 

  (５) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 



固定資産税が賦課された翌年度の４月１日から５月末日までに申請 

第５号様式（第５条関係）                 

 年  月  日  

（宛先）鈴鹿市長 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

工場等設置奨励金交付申請書 

  工場等設置奨励金の交付を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第５条第

１項の規定により関係書類を添えて，下記のとおり申請します。 

記 

 １ 交付申請額           円 

 

 ２ 今回の申請年度 初年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度 第６

年度 

 

 ３ 交付申請額の内訳 

区分 固定資産税課税標準額 固定資産税額 

土地 
円 円 

建物 円 円 

償却資産 円 円 

計 円 円 

 ４ 添付書類 

  (１) 工場等設置奨励金交付要件認定通知書の写し 

  (２) 固定資産税（土地・家屋）名寄帳兼課税台帳（投資がある場合のみ） 

  (３) 償却資産課税台帳（投資がある場合のみ） 

  (４) 固定資産税納税通知書及び領収書の写し 

  (５) 常用被雇用者名簿 

  (６) その他市長が必要と認める書類 



４月１日以降申請可能 

 

第７号様式（第７条関係） 

   年  月  日 

 

（宛先）鈴鹿市長 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

 

用地取得費助成金交付申請書 

 

用地取得費助成金の交付を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第７条第１項

の規定により関係書類を添えて，下記のとおり申請します。 

記 

 １ 交付申請額            円 

 ２ 今回の申請年度 初年度  第２年度  第３年度  第４年度 

 ３ 土地の所在 

 ４ 土地の面積            ㎡ 

 ５ 用地の筆数            筆 

 ６ 用地取得日    年   月   日 

 ７ 添付書類 

  (１) 工場等設置奨励金交付要件認定通知書の写し 

  (２) 登記に関する全部事項証明書 

  (３) 売買契約書の写し 

  (４) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４月１日以降申請可能 

 

第１０号様式（第８条関係） 

   年  月  日  

 

（宛先）鈴鹿市長 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

利子補給金交付申請書 

 

利子補給金の交付を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第８条第２項の規

定により関係書類を添えて，下記のとおり申請します。 

記 

 １ 交付申請額            円 

 

 ２ 利子補給対象期間    年  月  日から    年  月  日まで 

 

 ３ 今回の申請年度  初年度  第２年度  第３年度  第４年度 

 

 ４ 添付書類 

(１) 工場等設置奨励金交付要件認定通知書の写し 

  (２) 利子の支払いを証する書類 …様式なし（借入先銀行へ証明依頼のこと） 

  (３) 交付申請額の積算内訳表  

  (４) その他市長が必要と認める書類 

…借入先銀行のスーパー定期（300万以上 1，000万未満）の各週利率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雇用者数認定期間の末日から起算して３０日以内に申請が必要 

 

第１２号様式（第９条関係） 

   年  月  日 

（宛先）鈴鹿市長 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

雇用奨励金交付申請書 

  雇用奨励金の交付を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第９条第１項の

規定により関係書類を添えて，下記のとおり申請します。 

記 

 

 １ 交付申請額           円 …人数×30万円 

 

 ２ 新規常用被雇用者数       人 

 

 ３ 操業を開始した日     年  月  日 

 

 ４ 添付書類 

  (１) 工場等設置奨励金交付要件認定通知書の写し 

  (２) 対象となる新規常用被雇用者又は本市に転入した常用被雇用者の名簿 

  (３) 対象となる新規常用被雇用者又は本市に転入した常用被雇用者の住民票の写

し（発行後３か月以内のもの） 

  (４) 対象となる新規常用被雇用者又は本市に転入した常用被雇用者が厚生年金，社

会保険，雇用保険に加入していることを確認できる公的機関が発行した書類の写

し（ただし，満６５歳以上で新たに雇用した場合にあつては，雇用保険の一般被

保険者又は高年齢継続被保険者の加入要件を満たす労働条件で雇用した者に限

る） 

  (５) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 



緑化事業完成後６０日以内に申請が必要 

 

第１４号様式（第１０条関係） 

   年  月  日  

（宛先）鈴鹿市長 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名 

印 

緑化推進助成金交付申請書 

 

  緑化推進助成金の交付を受けたいので，鈴鹿市工業振興条例施行規則第１０条第

１項の規定により関係書類を添えて，下記のとおり申請します。 

記 

 １ 交付申請額            円 

 ２ 緑化事業完成日    年  月  日 

 ３ 植栽に直接要した経費       円 

 ４ 添付書類 

  (１) 工場等設置奨励金交付要件認定通知書の写し 

  (２) 請負契約書 

  (３) 施工平面図及び施工完成写真 

  (４) 施工求積図 

  (５) 施工明細書 

  (６) 植栽に直接要した経費の積算内訳書 

  (７) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 年 月 日 

 

 

（宛先）鈴鹿市長 

 

請求者 住 所 

 

                  氏 名        ㊞ 

 

 

 

請  求  書 
 

 

 

 令和  年  月  日付け鈴産第    号で交付決定の通知を受けた令和  年度 

○○○○○○○○○○ について下記のとおり請求します。 

 

 

 

 

記 

 

 

 

令和  年度 ○○○○○○○○○○ 交付請求額 

 

 

金           円 

『工場等設置奨励金』，『利子補給金』，『雇用奨励金』， 

『用地取得費助成金』，『緑化推進助成金』の別を記入 


